
 

編集・発行 入間市人権教育推進協議会・入間市教育委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 第１号 � 

令和５年３月発行 

 

● 

●  

●  

● 

● 

● 

 

１ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼 玉 県 人 権 施 策 推 進 指 針 ･ 人 権 教 

はじめに 

 人権は、誰もが生まれながらに持っている権利で、人が人らしく生きていくための、誰からも侵さ

れることのない基本的な権利です。 

 埼玉県では、全ての県民がお互いの人権を尊重しながら共に生きる社会の実現のため、『埼玉県人権

施策推進指針』・『埼玉県人権教育実施方針』を策定しています。そして、令和４年３月に人権を取り

巻く社会情勢に対応するため、第２次改定を行いました。 

埼玉県人権施策推進指針とは 

 県が進める人権施策の基本的な考え方や進め方を示したもので、2022（令和４）年度から概ね 

10 年間を見通して施策を進めています。 

 人権施策を進めるため、女性、子供、高齢者などそれぞれの人権課題を、重点的に取り組むべき分

野別施策と位置づけて、取組を行っています。 

主な改定のポイント 

 分野別施策に、以下の内容が追加されました。 

性 的 指 向・性 自 認 
 

～重点的に取り組むべき分野別の 

人権課題の 1 つとして追加～ 

ハラスメント 
 

 
 

～分野別の人権課題「様々な人権問題」

の１つとして追加～ 

 
 

～重点的に取り組むべき分野別の人権課題 

「HIV 感染者等」の中に記述が追加～ 

※1 

※2 

※1 人の恋愛・性愛がどういう対象に向かうかを示した概念を性的指向、自分の性にどのような認識・感覚を持っているかを示 

した概念を性自認といいます。 
 

※2 高齢、身体上や精神上の障害や疾病により、援助を必要とする親族、友人その他の身近な人に対して、無償で介護、看護、 

日常生活上の世話等の援助を提供する方をケアラー、そのうち 18 歳未満の方がヤングケアラーといいます。 

�施策の方向性� 

◆ 性の多様性を尊重した教育の推進 

◆ 啓発活動の推進 

◆ 相談体制の充実 

◆ 児童生徒の心情等に配慮した対応 

◆ 当事者に寄り添った環境づくり 

 

◆ 正しい知識の普及・啓発 

◆ 相談・支援体制の充実 

◆ プライバシー等に十分配慮した医療 

環境の整備 

◆ 教育・啓発活動の推進 

◆ 相談・支援活動の充実 

�追加内容� 
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育 実 施 方 針 の 第 ２ 次 改 定 に つ い て 

埼玉県人権教育実施方針とは 

 『埼玉県人権施策推進指針』の教育の分野に基づき、学校、家庭、地域社会を通じて、児童生

徒をはじめ広く県民に人権尊重の精神を培うため、各実施主体が取り組むべき人権教育の施策の

方向性を示すために策定されました。2022（令和４）年度から概ね１０年間を見通して進めて

います。 

主な改定のポイント 

 『埼玉県人権施策推進指針』の改定内容を踏まえ、推進方策に以下の内容が追加されました。 

〇性的指向・性自認 
 

〇ハラスメント 
 

◆ 様々なハラスメント防止のための啓発活動の推進。 

〇新型コロナウイルス感染症 

◆ 性的マイノリティへの差別を許さない環境づくり。 

◆ 子供の成長に合わせた、性の多様性への正しい知識・理解を深める教育の推進。 
 

◆ 一人一人が性的マイノリティの良き理解者・支援者となるよう、性の多様性への理解を深

める学習の充実。 

◆ 性的マイノリティの子供や保護者の支援団体等と連携できる環境づくり。 

◆ 感染者、濃厚接触者等とその家族に対する差別を行わないような指導の実施。 
 

◆ 感染症についての正しい知識を普及するための学習の充実。 

 

〇ケアラー・ヤングケアラー 
◆ ケアラー・ヤングケアラーの存在や支援の必要性への理解を深める教育を進める。 

◆ ケアラー・ヤングケアラーの孤立を防ぎ、適切な支援を受けられるよう関係機関が連

携した相談・支援体制づくり。 

～このページの内容についての詳細は、以下をご確認ください～ 

 

３ 

※ 性のあり方が多数派に属さない方々のことをいいます。 

※ 



 

 

人 権 教 育 事 業 参 加 レ ポ ー ト 

夏休み人権映画会  
人権教育推進協議会から市民のみなさまへ 

 

～新型コロナウイルス感染症に起因する差別について～ 

 

 

 

 

 

令和４年度購入 人権啓発 DVD 紹介 

誰もが幸せに暮らせるよう、お互いを思いやり、お互い

の人権を尊重しながら、共に生きる「人権尊重社会」の

実現に向けて、努力していきましょう。 

入間市教育委員会社会教育課 

〒358-8511 入間市豊岡 1丁目 16-1 

TEL 04-2964-1111 

４ 

人権啓発講座  


